
静岡市の生活環境を維持するため 

静岡市環境局廃棄物対策部 

廃棄物政策課 

平成２５年７月 

～一般財団法人静岡市環境公社とともに～ 
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資料１－１ 



廃棄物処理に係る法令 

 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環
境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
（廃棄物処理法第６条の２第１項） 

市町村の処理責任 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 
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②委託処理 

 市町村が一般廃棄物の収集、運搬又
は処分を市町村以外の者に委託する場
合の基準は、政令で定める。（廃棄物処
理法第６条の２第２項） 

 市町村による一般廃棄物の収集、運
搬又は処分困難である場合。（廃棄物
処理法第７条第５項、第１０項） 

③許可 

①直営（市町村自ら実施） 



し尿処理の流れ 
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み
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帯 
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静岡衛生センター 

南部中継所 

清水衛生センター 

庵原衛生プラント 
環境公社及び 
民間業者 

環境公社 



 計画的収集を実施させるため、市のコントロールによる地区割りを実施。
くみ取り料金を市で設定。 

清掃公社の設立 
 昭和41年、し尿業者の乱立による料金等のトラブルから、半官半民の
公社によるし尿くみ取りを実施するよう市議会での決議を受け、昭和42
年８月財団法人静岡市清掃公社設立。（４業者を買収） 
 
 昭和45年、57年と２度にわたり、業者買収を進めた結果、旧静岡市で
は１公社6業者によりし尿くみ取りを実施してきた。 
 
 清水市との合併（H15）、蒲原町（H18）及び由比町（H20）の編入
により、 
 平成25年４月１日現在：１公社12業者 
（旧静岡市：１公社６業者、旧清水市：３業者、由比蒲原地区：３業者） 

し尿くみ取り業務 
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し尿くみ取り世帯の推移 

方針 
 し尿くみ取り業務の環境公社一元化 

今後も、公共下水道及び浄化槽の普及に伴う減少が見込まれる。 

工事現場や避難所の仮設トイレを考慮すると、くみ取り世帯がなくなることはない。
環境公社の存在は、くみ取りトイレのし尿収集運搬業者の最終的な受け皿として
必要 
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ごみ処理の流れ 

家
庭 

直営、環境公社
及び民間業者 

環境公社 

沼上清掃工場 

西ケ谷清掃工場 

不燃・粗大ごみ
の運搬 
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沼上最終処分場 

飛灰等の運搬 

飛灰の運搬 

清水貝島最終処分場 



（委託方針） 
 委託業者の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令第４条の規定に基づき、 
・業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること 
・その業務の実施に関し相当の経験を有する者であること 
・委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること 
とされていることから、受託料が安価であることをもって業者選定すべ
きものではないとの認識のもと、安定的な経営に資する金額とし、広大
な市域を能力に応じて適切に分担し、法の委託基準を満たす事業者へ委
託するものとする。 

家庭ごみ収集運搬業務 
可燃ごみ委託収集 
 平成３３年度までに、可燃ごみの収集について完全委託化を計画し
ている。 
 広域な静岡市域を一業者に委託させることは、設備投資などリスク
も多く、環境公社を含め、民間業者にも公益性の一翼を担わせること
で、安定的な収集体制を確保している。 
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東日本大震災での支援活動（宮城県七ヶ浜町） 

平成２３年４月１９日～４月２８日 

町内１０箇所にある「下水道ポンプ場」に溜まってい
る汚泥・汚水のくみ取り及び処理施設への運搬 
支援内容：バキューム車１台 
       人員延べ４名 

平成２３年６月９日～６月３０日 

 七ヶ浜町からの支援追加要請を受け、仮置場から可燃物を選別し、清掃工場へ運
搬及び町内の廃棄物集積場所から清掃工場への運搬 
支援内容：パッカー車１台、人員延べ１２名 
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 家庭ごみの収集、
し尿くみ取りは、住
民生活に密着してお
り、その収集は一日
も欠くことができな
い業務 

平常時 
 緊急時に備えた安定的収集体制
の方策の検討及び車両分散配置な
どのリスク回避の検討。 

緊急時 
 民間事業者の委託、許可区域に
おける倒産等、不測の事態が発生
した際の対応。 
 災害時における避難所等のご
み、し尿の迅速な収集。 

 環境公社は、本市の生活環境保全のため、中心的な役割を担う。 

 セーフティネットの観点から、市に代わって収集運搬業務を継続的に維持す
るパートナー 
 東日本大震災において、本市と協力して宮城県七ヶ浜町の災害廃棄物処理に
携わり、ノウハウを持っている 

市と環境公社 

市の役割 
一般廃棄物処理基本計画の策定と推進 

 静岡市内の一般廃棄物（ごみ、し尿）の処理が、円滑に行われるため、総合的な調整を
実施 

環境公社の役割 
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 御清聴、ありがとうございました。 
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